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Ⅰ．委託概要 
（１）委託名称  鹿沼市文化活動交流館外壁及び屋根外改修工事実施設計業務 
（２）建築場所  鹿沼市睦町 
（３）業務内容  施設の老朽化に伴う外壁、屋根等の改修工事の実施設計 
（４）主要用途  事務室及研修室 
（５）敷地面積  1０,980.875 m2 
（６）用途地域及び地区の指定 
         用途地域：工業地域 
         防火地域：指定なし 
         その他の区域：22条地域 
（７）施設の条件 
 ア．建物 

名称：鹿沼市文化活動交流館 
構造・規模：鉄骨造及び鉄筋コンクリート造平屋建て  
延床面積 1388.40m2 

  イ．改修概要 
    ・外壁、軒天、屋根等の改修及び屋台展示室、屋外出入口の雨水侵入対策等 
    ・外壁改修に伴う照明・配線器具、ガラリ等の撤去・再取付又は新設 
  ウ．留意事項 

・東・中・西棟の3つを容易に分けられるよう設計書を作成すること。 
・ 材 料 選 定 に あ た っ て は 、 メ ン テ ナ ン ス が 容 易 で 耐 久 性 に 優 れ る も の を コ ス

ト比較し検討を行うこと。 
（８）工事価格  137,000千円程度 
（９）建設工期（予定工期） 令和9年度 
（１０）業務委託実施期間  着手日 ～ 令和8年1０月19日まで 

 
Ⅱ．業務仕様 
１．仕様書の適用 

本仕様書に記載された事項のうち「・」の付いたものについては、「○・」印が付いた
ものを適用する。 

２．一般事項 
（１）設計に際し、建築基準法、その他関係法令の規制等を十分調査し、それらの法

令に基づき計画を立て、国土交通大臣官房官庁営繕部監修の各工事標準仕様書
等(令和７年度版)に適合したものとすること。 

（２）設計期間を厳守し、担当職員の指示する予算内で計画すること。 
（３）管理が容易で経済性に優れ、耐久性のある施設となるよう計画すること。 
（４）主要材料・工法の選定については、地場産材の活用を積極的に図ること。 
（５）その他、設計に際し疑問点、問題点、細部の設計に関することは、担当職員と
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十分打合わせを行うこと。 
（ ６ ） 令 和 9年 度 当 初予 算 要 求 の 〆 切 （ 令和 8年 9月 末 ） ま で に工 事 費 を 市 へ 提 出 する

こと。 
（７）実施設計図書等の作成が終了したときは、検査用図書を提出し契約書第３１条

の規定による発注者の検査を受けなければならない。提出の際は、積算チェッ
クシート（市より提示するものを使用）を添付すること。 

（８）検査に合格した時は、成果品をまとめ提出する。提出部数は、発注者の定める
部数とする。 

（９）成果品は紙および電子納品とし、製本図面を含む。 
電子納品は、「鹿沼市電子納品運用ガイドライン」の基準を適用する。 

３．業務着手前提出書類 
業務に先だち下記の書類を提出すること。 

（１）業務実施工程表 
（２）業務職員報告書 

４．資料の貸与 
業務に必要と思われる次の資料を貸与する。 
・参考設計図書 
・敷地調査報告書 
○・ＲＩＢＣ２用ファイル（電子媒体） 
・アスベスト事前調査報告書 
○・既存図面 
 文化活動交流館新築工事（○・紙、ＰＤＦ形式 ・ＣＡＤデータ） 

５．設計業務の内容及び範囲 
（１）一般業務の範囲 
 標準業務とは、令和６年国土交通省告示第８号による。 
  実施設計 
   ○・建築（総合）実施設計に関する標準業務 

（設計意図の伝達業務を除く） 
   ・建築（構造）実施設計に関する標準業務 

（設計意図の伝達業務を除く） 
   ○・電気設備実施設計に関する標準業務 

（設計意図の伝達業務を除く） 
   ・機械設備（・昇降機）実施設計に関する標準業務 

（設計意図の伝達業務を除く） 
 

（２）追加業務の内容及び範囲 
○・積算業務 

（積算数量算出書の 作成、積算数量調書 の作成、複合単価（ 代価表・別紙明細・ 見
積検討を含む）等の作成、見積徴集及び見積比較表の作成）  
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○・概略工事工程表の作成 
・透視図作成及び写真撮影 
・模型製作及び写真撮影 
・計画通知申請手続き業務（各種行政手数料は含まない） 
 ・構造計算適合性判定に係る手続き業務 

・建築物省エネルギー消費性能適合性判定に係る手続き業務 
・関係法令等に関する各種申請書類の作成及びその申請手続き業務 

（標識看板の作成、設置及び設置報告書の届出を含む） 
・防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請手続き業務 
・省エネルギー関係計算書の作成及び申請手続き業務（各種行政手数料は含まない） 
・電波障害対策等に必要な資料の収集及び机上検討業務 
・地質調査業務  

ボーリング調査及び 標準貫入試験を行う こと。調査個所と数 量は監督員との協議 に
よる。調査の結果を取りまとめの上、調査結果報告書として提出すること。 
地盤情報（機械ボー リングで得られたボ ーリング柱状図）に ついては、事前に監 督
職 員 の 確 認 を 受 け た 上 で 、「 一 般 財 団 法 人 国 土 地 盤 情 報 セ ン タ ー 」 の 検 定 を 受 け 、
「地盤情報データベ ース」に登録するこ と。調査結果報告書 の提出の際には、一 般
財団法人国土地盤情 報センターから受領 した検定証明書を添 付し、成果が検定済 み
であることを報告すること。 

○・アスベスト含有分析調査業務  定性分析  3 検体程度を想定 
改修工事を実施するうえで、アスベストが含有されていると思われる資材に変更を 
加える工事が生じる場合は、分析調査を実施すること。試料の採取場所と個数につ 
いては担当職員との協議による。 

・ＢＥＬＳ（建築物省エネルギー性能表示制度）に係る評価申請に関する書類の作成
及び申請手続き業務（各種手数料は含まない） 
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６．作成図書 
（1）実施設計 

実施設計の成果物の体裁・提出部数等は表１－２による。 
（表１－２） 

種   別  部 数  備 考  

○・設計打合 せ議事 録綴  １部（Ａ ４）   

・設計説 明書  １部（Ａ ４）   

○・建築物実 施設計 計画書  １部（Ａ ４）   

建築工事    

○・ 現地調査 報告書    

○・ 現地現況 調査図 面    

○・ 基本調査 表    

○・ 法令チェ ックシ ート    

・設計品 質基準 達成状 況報告書    

・構造計 算書    

○・ 基礎工法 選定理 由、コ スト比較    

電気設備 工事    

・能力・ 容量等 計算根 拠   

機械設備 工事    

・能力・ 容量等 計算根 拠   

・耐震改 修補強 工事に おける｢補強 計画概 要書 ｣ １部（Ａ ４）   

・実施設 計図書    

○・ 実施設計 図  １部（Ａ ３）   

○・ 実施設計 書 ※ １  １部（Ａ ４）   

○・設計採用 単価比 較表綴  ※２  １部（Ａ ４）   

○・採用見積 比較表 綴 ※ ３ １部（Ａ ４）   

○・見積書綴  １部（Ａ ４）   

○・数量計算 書綴 ※４  １部（Ａ ４）   

・設計計 算書綴  １部（Ａ ４）   

・建築工 事    

・建築基 準法に 基づく 採光、排 煙等の 計算、    

・構造計 算 ・ 省エネ ルギー関 係計算 書    

・その他 （              ）    

・電気設 備工事    

・受変電 計算 ・電路 計算    

・負荷容 量計算  ・非 常用発電 計算    

・照度計 算 ・ 高調波 計算 ・ 弱電容 量    

・その他 （              ）    

・機械設 備工事    

・空調負 荷計算  ・配 管容量計 算 ・ 換気計 算   
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・高調波 計算    

・その他 （              ）    

○・現場監理 用設計 図書  製本サイ ズ、部 数   

二つ折り 製本設 計図  は協議に よる   

・計画通 知等の 各種法 定手続き 書類  副本一式   

○・積算チェ ックシ ート  １部（Ａ ４）   

・工事費 概算書  １部（Ａ ４）   

○・概略工事 工程表  １部（Ａ ４）   

・地質調 査結果 報告書  １部（Ａ ４）   

○・アスベス ト含有 分析調 査報告書  １部（Ａ ４）   

・BELSに 関する 申請図 書   

・電波障 害対策 資料    

  電子 納品                     電子媒 体（Ｃ Ｄ－Ｒ ） ２部 提出  

※１書式は公共建築工事営繕積算システム「ＲＩＢＣ２」の内訳書数量入力システム
を使用して作成する。 

※２工事ごとに作成し、採用単価の出所を明らかにすること。 
比較表は「ＲＩＢＣ ２」による単価を除 き、刊行物による単 価、見積書による単
価、歩掛り等による 作成単価など出所と 金額の比較が容易に 出来るよう作成する
こと。 

※３採用見積比較表綴を作成する際にとった見積書は、各工事の工種別に整理して提
出する。 
見積の依頼は３社以上とし、依頼先については担当職員と協議すること。（３社取
ることが困難な場合 や金額に大きな開き がある場合には、担 当職員と協議し指示
を受けること。） 

※４工事種別ごとに作成し、建築数量積算基準に基づき数量の拾い書と集計表を作成
する。拾い書は、部位ごとの拾い寸法、拾い箇所が特定出来るよう、図面等を添
付すること。 
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（２）設計図作成要領 
  実施設計 
   実施設計における図面の記載内容は、表３－１、表３－２及び表３－３による。 

（表３－１） 
成 果 物  縮 尺  摘 要  
建
築
︹
総
合
︺ 

○・表紙及び 図面目 録  

○・特記仕様 書  

○・仕上表  

・面積表 及び求 積図  

○・敷地案内 図  

○・配置図  

○・平面図（ 各階）  

・断面図  

○・立面図（ 各面）  

・矩計図  

・展開図  

・天井伏 図  

・平面詳 細図  

・断面 詳細図  

○・部分詳細 図  

・建具キ ープラ ン  

・建具表  

・外構図  

・外構詳 細図  

・敷地整 地図  

・日影図  

・仮設計 画図  

・透視図  

○・屋根伏図  

― 

― 

― 

― 

― 

1/100又 は1/200 

1/100又 は1/200 

1/100又 は1/200 

1/100又 は1/200 

1/30又は 1/50 

1/30又は 1/50 

1/100又 は1/200 

1/30又は 1/50 

1/30又は 1/50 

1/30又は 1/50 

1/100又 は1/200 

1/50又は 1/100 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

階段を含 む  

建
築
︹
構
造
︺ 

・構造設 計図  

(ｱ）伏図  

(ｲ）軸組図  

(ｳ）配筋リス ト  

(ｴ）ラーメン 配筋図  

(ｵ）各部断面 図  

(ｶ）標準詳細 図  

(ｷ）各部詳細 図  

(ｸ）柱状図  

・仕様書  

・ 

 

1/100又 は1/200 

1/100又 は1/200 

1/30又は 1/50 

1/30又は 1/50 

1/100又 は1/200 

1/30又は 1/50 

1/30又は 1/50 

1/100又 は1/200 

― 

 

杭、基礎 、梁、 床版等  
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（注）１ 建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。 
   ２ 「総合」とは、建築物の意匠に関する計画並びに意匠、構造及び設備に関

する設計を取りまとめる設計をいう。 
３ 建築物の計画に応じ縮尺を変更とする場合、監督員との協議による。 
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（表３－２） 
成 果 物  縮 尺  摘 要  
電
気
設
備 

・表紙及 び図面 目録  

・特記仕 様書  

・敷地案 内図  

・配置図  

○・電灯設備 図  

○・動力設備 図  

・雷保護 設備図  

・受変電 設備図  

・電力貯 蔵設備 図  

・発電設 備図  

・通信・ 情報設 備図  

○・音響・拡 声設備 図  

・誘導支 援設備 図  

・テレビ 共同受 信設備 図 

・火災報 知設備 図  

・中央監 視制御 設備図  

・構内設 備図  

○・機器表・ 器具表  

― 

― 

― 

1/100又 は1/200 

1/100又 は1/200 

1/100又 は1/200 

― 

― 

― 

― 

1/100又 は1/200 

1/100又 は1/200 

1/100又 は1/200 

1/100又 は1/200 

1/100又 は1/200 

― 

1/100又 は1/20 

 

 

 

（注）１ 建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。 
   ２ 発電設備、非常電源設備は原則として図面を分離して構成する。 
   ３ 建築物の計画に応じ縮尺を変更とする場合、監督員との協議による。 
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（表３－ ３）  

成 果 物  縮 尺  摘 要  
機
械
設
備 

・表紙及 び図面 目録  

・特記仕 様書  

・敷地案 内図  

・機器表 ・器具 表  

・配置図  

・空気調 和設備 図  

・自動制 御設備 図  

・給排水 衛生設 備図  

・消火設 備図  

・厨房設 備図  

・雨水利 用設備  

・排水再 利用設 備  

・浄化槽 設備図  

・ごみ処 理設備 図  

・ 

 

― 

― 

1/100又 は1/200 

― 

1/100又 は1/200 

1/100又 は1/200 

1/100又 は1/200 

1/100又 は1/200 

1/100又 は1/200 

― 

― 

― 

― 

― 

 

 

 

 

 

（注）１ 建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。 
   ２ 担当者の指示により給排水衛生設備、空気調和・換気・排煙、昇降機に分

け構成する。 
   ３ 建築物の計画に応じ縮尺を変更とする場合、監督員との協議による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




